
１.(４)支払等記録

＜概要＞
◆ ⼝座間送⾦決済以外の⽅法（個別の振込等）で「でんさい」の決済資⾦を⽀払った（受け取った）場
合には、利⽤者⾃⾝による⽀払等記録請求が必要になります（ 「でんさい」の⽀払が⼝座間送⾦決済で
⾏われた場合、⽀払期⽇の３銀⾏営業⽇後に⽀払等記録が⾃動的に⾏われます。） 。

◆「でんさい」の⽀払期⽇前に⼝座間送⾦決済以外の⽅法で⽀払った（受け取った）場合、以下の２通り
の⽅法で⽀払等記録請求を⾏う必要があります。
①⽀払期⽇の３銀⾏営業⽇前までに被⽀払者（債権者等）が単独で⽀払等記録請求を⾏う。
②⽀払期⽇の７銀⾏営業⽇前までに⽀払者（債務者等）が⽀払等記録の請求を⾏い、その⽇から起算し
て５銀⾏営業⽇以内に被⽀払者（債権者等）の承諾を得る。

※②の⽅法において、被⽀払者（債権者等）から否認された場合、または５銀⾏営業⽇以内に承諾・否
認のいずれもされなかった場合は無効となります（相⼿先から受け付けた記録請求の承諾・否認につ
いては、本マニュアルの第２章３.を参照。）

担 当 者 ユ ー ザ ー

⽀払等記録を⾏う
「でんさい」の⽀払期⽇

７銀⾏営業⽇
前まで

⽀払者（債務者等）
から⽀払等記録を請求

被⽀払者（債権者等）が承諾
（５銀⾏営業⽇以内）

３銀⾏営業⽇
前まで

被⽀払者（債権者等）
から⽀払等記録を請求

※⽀払期⽇後は、債務者の窓⼝⾦融機関
からでんさいネットに対し、⽀払不能
事由の通知が出された後は請求可能。
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① 担当者ユーザーがでんさいライトにログイン後、
トップ画⾯の「その他（でんさいの取消・内容
の変更等）」のボタンをクリックします。
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② 「⽀払が完了したこと等を登録する」のボタン
をクリックします。
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③ 「請求者⽴場」、⽀払等記録を請求する「でん
さい」の「債権⾦額」・「⽀払期⽇」を選択・
⼊⼒し、「検索」のボタンをクリックします。

・「請求者⽴場」（⾃社の⽴場）は、「債務者（⽀
払者）」・「債権者（被⽀払者）」・「保証⼈
（⽀払者）」・「保証⼈（被⽀払者）」のいずれ
かを選択します。
※債務者として決済資⾦を⽀払った「でんさい」
について⽀払等記録を請求する場合は「債務
者（⽀払者）」、債権者として決済資⾦を受
け取った「でんさい」について⽀払等記録を
請求する場合は「債権者（被⽀払者）」を選
択します。

・検索条件を⼊⼒せずに「検索」のボタンをクリッ
クした場合、検索結果はでんさいの記録番号の昇
順で表⽰されます。
※でんさいの記録番号は、発⽣記録請求時におけ
る債務者の「利⽤者番号（9桁）」＋「でんさ
いネット固有の番号（11桁）」で構成されます。

Ｐｏｉｎｔ
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④「検索結果」に③で⼊⼒した条件に当てはまる
「でんさい」が表⽰されますので、⽀払等記録
を請求する「でんさい」を選択し「請求内容⼊
⼒へ」のボタンをクリックします。

・「でんさい」の⽀払期⽇前に⽀払等記録請求を⾏
う場合、以下の時限までに⾏う必要があります。
①被⽀払者（債権者等）として請求する場合
︓⽀払期⽇の３銀⾏営業⽇前まで

②⽀払者（債務者等）として請求する場合
︓⽀払期⽇の７銀⾏営業⽇前まで

※承認者ユーザーは当該⽇の15時までに承認の
操作を⾏う必要があります。

Ｐｏｉｎｔ
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⑤ 相⼿先の取引⾦融機関名を⼊⼒し、「検索」の
ボタンをクリックします。

・被⽀払者（債権者等）として請求する場合は⽀払
者（債務者等）、⽀払者（債務者等）として請求
する場合は被⽀払者（債権者等）の取引⾦融機関
を選択します（以下同じ）。

・⾦融機関名の⼀部のみでも検索を⾏うことが可能
です（前⽅⼀致検索）。

Ｐｏｉｎｔ

⑥「検索結果」に⑤で⼊⼒した条件に当てはまる⾦
融機関が表⽰されますので、相⼿先の取引⾦融機
関を選択し「次へ」のボタンをクリックします。

⑦ 相⼿先の決済⼝座の⽀店名を⼊⼒し、「検索」
のボタンをクリックします。

・⽀店名の⼀部のみでも検索を⾏うことが可能です
（前⽅⼀致検索）。

Ｐｏｉｎｔ

⑧「検索結果」に⑦で⼊⼒した条件に当てはまる⽀
店が表⽰されますので、相⼿先の決済⼝座の⽀
店を選択し「次へ」のボタンをクリックします。
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⑨ 相⼿先の決済⼝座の科⽬を選択・⼝座番号を⼊
⼒し、「利⽤者番号の照会」のボタンをクリッ
クします。

・⼊⼒した決済⼝座の科⽬・⼝座番号が誤っている
場合やでんさいネットに登録されていない場合
（相⼿先がでんさいネットの利⽤者でない場合）
は、エラーメッセージが表⽰されます。

・「相⼿先情報を登録」のボタンをクリックするこ
とで、今回⼊⼒した相⼿先の情報を登録すること
が可能です。

Ｐｏｉｎｔ

⑩「利⽤者番号」と「相⼿先名」にでんさいネット
に登録されている相⼿先の情報が表⽰されます
ので、誤りがないことを確認し「次へ」のボタ
ンをクリックします。
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⑪ 「⽀払者区分」・「⽀払⽇」・「⽀払⾦額」・
「債務消滅原因」を選択・⼊⼒し、「確認へ」
のボタンをクリックします。

・「⽀払者区分」は、⾃社が被⽀払者（債権者等）
として請求する場合のみ⼊⼒可能です（「債務
者」・「電⼦記録保証⼈」・「第三者」のいずれ
かを選択します。）。
※「第三者」を選択した場合、「正当な利益に係
る事由」の選択が必要になります。

・「債務消滅原因」は、「⽀払」・「相殺」・「混
同」・「免除」・「その他」のいずれかを選択し
ます。
【⽀払】債権の⽀払いがなされたとき。
【相殺】同種の債権・債務が存在する場合に、対

当額で消滅させたとき。
【混同】⾃社が債務者のでんさいが、⾃社を譲受

⼈とする譲渡記録により戻ってきたとき
（債務者＝債権者）。

【免除】無償で債権を放棄するとき。
※⼝座間送⾦決済以外の⽅法で「でんさい」の決
済資⾦を⽀払った（受け取った）場合は、
「⽀払」を選択します。

※「その他」を選択した場合、⾃由⼊⼒欄に変更
理由の内容を⼊⼒します。

Ｐｏｉｎｔ
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⑫ ⽀払情報の確認画⾯が表⽰されますので、これ
まで⼊⼒した内容に誤りがないか確認し、問題
がなければ「確定」のボタンをクリックします。
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⑬ 確認のダイアログが表⽰されますので、問題が
なければ「OK」のボタンをクリックします。

・ここまでの操作で変更記録の登録申請の作業は完
了となります。

・登録を確定させるためには、引き続き、承認者
ユーザーによる承認の操作が必要になります。
⇒本マニュアルの第２章４.を参照。

・⽀払者（債務者等）として請求する場合、請求⽇
から起算して５銀⾏営業⽇以内に被⽀払者（債権
者等）が承諾することで成⽴します（被⽀払者
（債権者等）から否認された場合、または５銀⾏
営業⽇以内に承諾・否認のいずれもされなかった
場合は無効となります。）。

Ｐｏｉｎｔ
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